
1/2 

○武雄市奨学資金貸与条例 

平成１８年３月１日 

条例第９４号 

（目的） 

第１条 この条例は、経済的理由により、大学又は高等学校及び高等専門学校（以下「高

等学校等」という。）の修学が困難な者に対し奨学資金を貸与し、社会有用の人材を

育成することを目的とする。 

（貸与を受けることができる者の要件） 

第２条 奨学資金の貸与を受けることができる者（以下「奨学生」という。）は、次の

各号のいずれにも該当する者でなければならない。 

（１） 市内に１年以上居住する者の子弟であること。 

（２） 学業成績が優良であること。 

（３） 学資の支弁が困難であること。 

（４） この条例による奨学資金以外の奨学金を受けていないこと。ただし、大学の

学生については、この限りでない。 

（貸与の額及び期間） 

第３条 奨学資金の貸与額は、次のとおりとする。ただし、貸与期間は、当該学校の正

規の修学期間とする。 

（１） 大学の学生 在学１年につき ２４０，０００円 

（２） 高等学校等の生徒 在学１年につき １４４，０００円 

２ 奨学資金は、無利子とする。 

（奨学生の決定） 

第４条 奨学生は、武雄市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の選考を経て決

定する。 

（貸与の停止） 

第５条 奨学生が休学したときは、その期間、奨学資金の貸与を停止する。 

（貸与の廃止） 

第６条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由のあった翌月から奨

学資金の貸与を廃止する。 

（１） 退学したとき。 

（２） 死亡したとき。 
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（３） 傷病その他の事由により成業の見込みがないとき。 

（４） 学生の本分に反する行いがあったとき。 

（５） 学業成績が著しく不良となったとき。 

（６） 奨学資金辞退の申出があったとき。 

（７） 保護者が市外に転出したとき。 

（８） 前各号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないと認められるとき。 

（奨学資金の返還） 

第７条 奨学生は、貸与を受けた奨学資金を、規則で定めるところにより返還しなけれ

ばならない。 

２ 奨学生は、前条の規定により奨学資金の貸与を廃止された場合は、貸与を受けた奨

学資金の全額を規則で定める期間内に返還しなければならない。 

（返還の猶予） 

第８条 進学、疾病その他特別の事由により奨学資金の返還が困難な者については、返

還を猶予することができる。 

（返還の免除） 

第９条 奨学生が死亡したときは、奨学資金の全部又は一部の返還を免除することがで

きる。 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併の武雄市奨学資金貸与条例（昭和３３年武

雄市条例第１５号）又は北方町育英資金貸与基金条例（昭和３９年北方町条例１３号）

の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によ

りなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

 


